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は じ め に 

 

 令和３年３月に新たな富士山ハザードマップが公表され、本県の相模原市、小

田原市、南足柄市、大井町、松田町、山北町、開成町の７市町に溶岩流が到達す

る可能性が示されたため、神奈川県及び同７市町が火山災害警戒地域に加わる

こととなった。 

 神奈川、静岡、山梨の３県、関係市町村や関係機関等で構成する富士山火山防

災対策協議会では、新たなハザードマップに対応するため、令和３年度に富士山

火山広域避難計画検討委員会を設置し「安全に避難できる可能性を最大化」を基

本方針に、富士山火山避難基本計画を改定した。 

 

 本県においてもこの基本計画で示す考え方を前提として、富士山噴火が発生

し、溶岩流など想定される火山現象により、本県が被害を受ける恐れがあり、災

害対策基本法に定める広域避難が必要となった場合、県と市町村が連携した、円

滑な避難が実施できるよう、富士・箱根火山対策連絡会議・溶岩流ワーキンググ

ループの検討を基に、神奈川県富士山火山広域避難指針を定めることとした。ま

た、内閣府が設置した首都圏における広域降灰対策検討会において、令和７年３

月に首都圏における広域降灰対策ガイドライン（以下、国ガイドラインという。

（別添６））が示されたことから、本指針にも降灰対策に関する事項を追記する

とともに、今後、検討を要する課題等については、引き続き富士山火山防災対策

協議会等において検討したのち反映することとした。 

 

 今後、県及び市町村は、本指針を参考に、万一の事態には、円滑な広域避難の

実施に努めるとともに、平時においては、避難に係る課題の検討を深め、より詳

細な避難計画等の策定に努めることとする。 

 なお、本指針における「広域避難」とは、災害対策基本法第 61条の４に規定

する広域避難及び同法第 86条の８第１項に規定する広域一時滞在をいう。すな

わち、「広域避難」とは、当該市町村区域から他の市町村区域に避難した場合を

いう。 

 

  

 

 

 

 

 

令和８年３月 

神奈川県富士・箱根火山対策連絡会議 
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Ⅰ 広域避難の検討に当たっての前提条件 

 

１ 広域避難に関する協議手続きと本指針の目的 

 （災害対策基本法の規定）  

〇 未曽有の激甚災害となった東日本大震災で、多くの被災地外への避難者が

発生したことを受け、平成 24 年の災害対策基本法の改正で、発災後の市町

村域外への避難に関する協議手続きが定められた。また、近年の水害が頻発

化する状況を受け、令和３年の同法の改正で、災害発生のおそれの段階での

広域避難に係る協議手続きが定められた。 

 〇 同法に基づく協議手続きでは、広域避難の協議は、一義的には、市町村が

行うこととなっており、市町村からの要請や求めに基づき、県が調整や協議

を行う調整規定も整備されている。 

 （本指針の目的） 

 〇 令和３年３月に、富士山火山防災対策協議会が公表したハザードマップ

によれば、溶岩流が県北西部の７市町に到達する可能性があり、到達範囲が

市町域の広範囲に及ぶ場合は、市町域外への広域避難が必要になる。 

 〇 一般に噴火現象は不確実性が高いため、噴火からの避難は、ハザードマッ

プを基本としつつも、実際に噴火の規模や予想される噴火現象、被害の様相

などを考慮し、総合的に判断し、臨機な対応が求められる。 

 〇 噴火が切迫ないし発生している中、行政内部では、状況判断と対応に時間 

がとられるため、想定される火山現象からの避難の手順や考え方を予め整理 

しておくことが、広域避難に係る事務を円滑に行うために必要である。 

 〇 そこで、富士山噴火において、想定される火山現象の内、溶岩流及び降灰

を対象に、本指針を定め、市町村と共有するものとする。 

 

２ 対象とする火山現象 

本指針では、表１の火山活動に起因する現象のうち、広域避難を行う蓋然性

の高い「溶岩流」及び「降灰」を対象とする。 

（表１） 

火山活動に起因する現象 本県への影響 本指針での対応 

①火口形成  

②火砕流 

③大きな噴石  

無 無 

④溶岩流 

有 

有 
⑤降灰 

⑥降灰後土石流 

無 ⑦小さな噴石 

⑧融雪型火山泥流 

※原則、⑥降灰後土石流からの避難は、基本的に土砂災害と同様に対応することとし、
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土石流災害に対して指定された避難場所へ避難する。⑦小さな噴石からの避難は、自宅

や近隣のＲＣ造等の堅牢な建物での屋内避難とし、火災が発生し、避難しているところ

まで延焼する可能性がある場合や降灰の状況等により、安全の確保が困難な場合は、別

途、避難先を検討する。⑧融雪型火山泥流からの避難は、融雪型火山泥流の避難対象エ

リア外の高所・高台や近隣の堅牢な建物内での上階とする。 

 

３ 広域避難における留意点 

（共通事項） 

広域避難を検討するにあたって、次のような通常の避難との違いや火山災害

の特徴等に留意することが必要となる。 

 〇 避難に時間を要するため、リードタイムを大きく取り、早めの判断、呼び

かけを行うこと。 

 ○ 避難行動要支援者は、一般住民より避難に時間を要することから、一般住

民より早い段階での避難準備、または避難とする。 

〇 長い移動距離と時間を要する広域避難では、避難行動要支援者の避難に 

関して、負荷の少ない近隣への避難、負担の少ない避難手段の確保などに留

意する必要があること。 

○ 観光客等は、「避難」ではなく「帰宅」とし、円滑な避難を行うために、

噴火や広域降灰に関する情報を踏まえ、避難行動要支援者が避難を開始する

前に帰宅を促し、地域のスリム化を図ること。（「帰宅」が困難な場合は、避

難所等へ「避難」） 

 〇 避難の開始時期が発災前である場合があること、避難場所が市町村域外

であること、移動が自家用車（要配慮者が避難するため等のやむを得ない事

情がある場合）や公共交通機関となる場合があることなど、通常の避難との

違いを分かり易く周知すること。 

 〇 公共交通機関の停止などで、移動手段の確保が困難になる可能性がある

こと。 

 〇 避難対象者が多数にのぼるため、避難先の確保が難しく、かつ、道路や公

共交通機関の混雑も想定される。そのため、安全が確保できる知人・親戚宅

等への早期の自主的な避難を呼びかけること。 

 ○ 気象庁等からの噴火や広域降灰に関する情報を基に、臨機に先手をとっ

て判断し、住民に適切に周知すること。（広域降灰の見通しに関する情報に

ついては、現在、気象庁において検討が行われており、その知見が示された

際には本指針の見直しを検討する。） 

〇 噴火の状況によっては、溶岩流と降灰が同時に影響する事態も想定する必

要があること。 

（溶岩流に関する事項） 

 〇 溶岩流は、ハザードマップにおいて、到達範囲と時間の目安が示されてい

るが、実際の避難に当たっては、噴火口の場所や、噴火の規模や様相から、
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避難方法を検討する必要があること。 

（降灰に関する事項） 

〇 実測値と予測値を考慮した結果、降灰量 30 ㎝以上の範囲に所在する住民

等は原則、安全な場所への立ち退き避難の対象となること。 

 〇 降灰量が 30㎝未満の範囲に所在する住民は、可能な限り降灰域内に留ま

って自宅等で生活を継続するが、通院による人工透析や介護サービスが必

要な人等については、状況に応じ、医療機関を受診可能な地域に移動する必

要があるため、降灰量が少ない段階から避難を呼びかけること。 

 

４ 溶岩流における広域避難の検討に当たっての前提条件 

（１）溶岩流の影響想定範囲と避難対象エリア 

 〇 溶岩流の影響想定範囲は、富士山ハザードマップに示されている溶岩流

が到達する可能性のある範囲とする（図１）。なお、拡大図を県内市町別

に別添１で示した。 

〇 避難対象エリアは、予想される影響により第１次から第６次まで６つに

区分されているが（表２）、本県に係るものは第５次及び第６次避難エリ

アのみである。 

（図１） 

 
出典：富士山ハザードマップ 

（注）一度の噴火で、ここに塗

られた範囲の全てに溶岩流の危

険が生じるわけではありません 
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（表２） 

区分 予想される影響 

第１次避難エリア 火口ができる可能性がある 

第２次避難エリア 噴火直後に火砕流や大きな噴石による影響がある 

第３次避難エリア 溶岩流が３時間以内に到達する 

第４次避難エリア 溶岩流が３時間～24時間に到達する 

第５次避難エリア 溶岩流が 24時間～７日に到達する 

第６次避難エリア 溶岩流が７日間以上たってから到達する（最大で

57日間） 

 

（２）溶岩流到達時間 

噴火開始後から溶岩流が到達するまでの最短時間（最短到達時間）は、富

士山ハザードマップ検討委員会報告書（令和３年３月）で、県内市町村別に

示されている。 

なお、最短到達時間は避難に係る時間の目安で、噴火の強さや規模、流下

する溶岩流の幅や厚さによって、到達時間は異なることに留意する必要があ

る。主な県境への溶岩流の最短到達時間は、（表３）のとおりである。 

（表３） 

公共施設・市町村境界 
溶岩流 

公共施設・市町村境界 
溶岩流 

最短到達時間 最短到達時間 

相模原市 

（緑区） 

市町村境界 227時間 

（ 9日と11時間 ） 松田町 
市町村境界 148時間 

（ 6日と４時間 ） 

役所庁舎 到達しない 役場庁舎 999時間 

（ 41日と15時間 ） 

小田原市 
市町村境界 413時間 

（ 17日と5時間 ） 山北町 
市町村境界 33時間 

（ 1日と9時間 ） 

役所庁舎 到達しない 役場庁舎 839時間 

（ 34日と23時間 ） 

南足柄市 
市町村境界 80時間 

（ 3日と8時間 ） 開成町 
市町村境界 128時間 

（ 5日と8時間 ） 

役所庁舎 到達しない 役場庁舎 269時間 

（ 11日と5時間 ） 

大井町 
市町村境界 740時間 

（ 30日と20時間 ） 
   

役場庁舎 1,037時間 

（ 43日と5時間 ） 

 

（３）避難対象者  

〇 富士山ハザードマップで示された溶岩流の到達範囲の推計人口は、表４ 

のとおりであり、これが基本的に立ち退き避難の対象となる最大人口である。 

〇 広域避難の対象は、市町が市町域内の安全が確保できる避難所等の状況

から、判断することになる。  
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           （表４）（単位：人） 

 

市町名 

 

総人口 

第５次避難 

対象エリア(A)

※１ 

第６次避難 

対象エリア(B) 

※２ 

避難対象エリア内

人口 (A)+(B) 

相模原市 725,493 0 4,852 4,852 

小田原市 188,856 0  21,265 21,265 

南足柄市 40,841 1,150 30,602 31,752 

大井町 17,129 0 14,647 14,647 

松田町 10,836 0 7,560 7,560 

山北町 9,761 2,591 4,743 7,334 

開成町 18,329 592 17,737 18,329 

合計 1,011,245 4,333 101,406 105,739 

※１ 溶岩流が24時間～７日に到達するエリア   （令和２年国勢調査の人口メッシュにより推計）  

※２ 溶岩流が７日間以上たってから到達するエリア（最大で 57日間） 

 

５ 降灰における広域避難の検討に当たっての前提条件 

（１）降灰分布 

○ 本指針で扱う降灰分布は、国ガイドラインと同様に、過去に首都圏に大

量の降灰をもたらした実績があり、噴火の実績が比較的解明されている、

富士山の宝永噴火（大規模噴火時の広域降灰ワーキンググループ報告で示

された、人口・資産が大きくなる西南西風が卓越する場合）をモデルケー

スとして例示する。 

○ 代表的な地点の降灰量の時系列を図２、降灰分布の時系列を図３に示す。 

○ また、参考として、富士山ハザードマップ検討委員会報告書（平成 16 年

６月）の「降灰可能性マップ」（富士山山頂で宝永規模の噴火が発生した場

合の月別降灰分布を 12か月分重ねた図）を図４のとおり示す。 

○ なお、これはあくまで検討のための一例であり、将来の富士山噴火の状況

を示したものではなく、また、実際の噴火時には、風向、噴火の規模及び継

続時間等により、降灰の状況は変わることを理解しておくことが重要である。 

○ 避難対象エリアについては、国ガイドラインにおいて示されている、30㎝

以上の降灰が予想されるステージ４の地域を原則とする（表５）。 
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（図２） 

 

出典：首都圏における広域降灰対策ガイドライン 

（図３） 

 
出典：首都圏における広域降灰対策ガイドライン 
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（図４） 

 
出典：富士山ハザードマップ検討委員会報告書（平成 16 年６月） 

（表５） 

 
出典：首都圏における広域降灰対策ガイドライン 

※ステージ２と３の区別について 

・ステージ３では、「自宅等で生活を継続（状況に応じ生活可能な地域へ移

動）」とし、備蓄を活用して自宅等で生活を継続するが、状況に応じてライ

フラインが復旧している地域や建物へ移動することも必要となる場合があ

る。 

・ステージ２では、「自宅等で生活を継続」とし、備蓄を活用して自宅等で

生活を継続するが、状況によっては、火山灰が降ることに伴う社会活動の低
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下等により自助・共助による生活が継続できず直ちに生命に危険が及ぶ人等

は、医療機関を受診可能な地域に移動する必要がある。 

 

（２）降灰によって生じる主な影響一覧 

○ 降灰については、広範囲に影響が生じる。降灰量による主な影響を表６及

び表７に示す。 

（表６） 

  
出典：富士山火山避難基本計画（資料編） 
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（表７） 

 

出典：富士山火山避難基本計画（資料編） 

（３）降灰の特徴 

○ 降灰については、徐々に降り積もり、触れても危険性は低いが、風による

再移動や雨により固まるなどの特徴を持っている（図５）。 

（図５） 

 
出典：首都圏における広域降灰対策ガイドライン  
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（４）降灰予測の不確実性等 

〇 噴火前の段階で、噴火の規模、様式、タイミング及び継続時間等の推移

を具体的に予測することは、現在の火山噴火の予測技術では困難であり、

また、風向・風速等により降灰の影響域は大きく変化する。 

〇 国は現在の降灰の予測技術においては、噴火発生後30〜40分で一定の判

断基準をもとに「広域降灰を生じ得る噴火であること」の情報（トリガー

となる情報）提供が可能であるとしていることから、県及び市町村では、

こうした情報を基に住民の取るべき行動について適切に周知する。 

〇 なお、国ガイドラインでは、迅速な対応をとるためには予測は重要であ

るとしながらも、（降灰の特徴も踏まえると）不確実性のある予測値のみ

をもって住民の行動や社会活動を著しく制限することは現実的ではなく、

降灰時における各種対策に当たっては、降灰量の実測値と予測値との組み

合わせをもって判断材料とすることが現実的であるとしている。 

 

Ⅱ 広域避難の要領 

 

１ 広域避難を実施する県の組織と連絡調整の体制 

〇 富士山噴火による広域避難が必要になる局面では、県は災害対策本部を設

置し、県災害対策本部の統制部市町村応援班が、市町村からの要請に基づき、

広域応援や被災者支援の調整を一義的に担う。 

〇 市町村応援班の連絡窓口については、県は、本部設置後、速やかに市町村

や輸送事業者、防災関係機関に周知する。 

 〇 避難先の調整や協議手続き、災害救助法の適用を含む避難者支援、広域避

難に必要な移動手段の確保などについて、県は、「市町村応援班」（別添２参

照）において、救助実施市や輸送関係事業者、国機関などと連携して一元的

に調整を行う。 

 〇 特に、火山災害にあたっては、火山活動の観測を担う気象庁、交通規制に

当たる県警察、道路啓開に当たる道路管理者等との連携を強化し対応する。 

 〇 災害発生時は、市町村や消防に配備した専用の携帯型端末（防災行政通信

網）を通じて、映像を含めた情報共有、連絡調整を行う。 

 〇 さらに、県は、市町村連絡員を被災市町村に派遣し、市町村と県本部との

連絡調整に当たることとしている。 

 

２ 広域避難の判断 

（１）広域避難判断のタイミングと周知 

（共通事項) 

 〇 市町村は気象庁が発表する噴火警報や降灰予報などから、噴火警戒レベ

ルや噴火の状況（火口位置含む）、様相、降灰の見通しを確認し、避難の必

要性を判断する。広域避難は、協議や移動等に時間を要し、十分なリードタ
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イムが必要であることを踏まえ、噴火警戒レベル４（高齢者等避難）などよ

りも前の段階から検討に着手する必要がある。なお、噴火警戒レベルは必ず

しも段階的に発表されるとは限らず、初報でレベル５（避難）が発表される

こともあり得ることに留意する。 

 〇 また、市町村は、市町村域内の避難所への避難や屋内退避、安全な親戚宅

や堅牢な建物への避難等と併せ、広域避難の周知方法等についても予め検

討しておくことが望まれる。周知に当たっては、次の事項について留意する。 

・ 通常の避難と違い、避難先が別の市町村の避難所等であること。 

・ 移動が自家用車や公共交通機関等であること。 

・ 他の自然災害とは異なり、広域避難のタイミングは、自市町村内での避

難と比較して、より早い段階であること。 

 ○ 広域避難の周知にあたっては、住民がとるべき行動が伝わるよう、通常の

避難とは区別した呼びかけ方法（名称等含め）を予め検討しておくことが望

ましい。 

（溶岩流に関すること） 

〇 本県に溶岩流の影響が及ぶのは、噴火口の位置等によるため、気象庁など

の情報から、噴火の状況や様相を確認し、避難の必要性を判断する必要があ

る。 

○ 溶岩流の流下範囲外であっても、道路が寸断され孤立する可能性がある地

域は、溶岩流の影響を受ける前に避難させること。 

（降灰に関すること） 

〇 降灰量の実測値に加え、適宜降灰の見込みも加味して避難の必要性を判断

する必要があること。特に、降灰に伴う社会活動の低下等により自助・共助

による生活が継続できず生命に危険が及ぶ人等については、降灰量がより

少ない段階から、医療機関を受診可能な地域に移動する必要がある。 

○ 原則として、備蓄を活用して自宅等で生活するが、降灰の状況を踏まえ、

自宅等の倒壊のおそれがある場合のほか、物資不足、停電・断水などのライ

フライン障害が長期化した場合は、ライフラインが復旧している地域や影

響が少ない地域へ避難することが必要となる場合がある。 

○ 降灰後土石流等の複合災害にも留意する必要がある。 

 

（２）広域避難を呼びかける対象 

（溶岩流に関すること） 

 〇 溶岩流の影響範囲に所在する住民等は原則、安全な場所への立ち退き避

難の対象となる。ハザードマップ情報を基本に、万一、ハザードエリアを超

える影響が見込まれる場合は、避難対象地域の拡大を速やかかつ臨機に判

断決定し、周知する。 

（降灰に関すること） 

〇 降灰量 30 ㎝以上の範囲に所在する住民等は原則、安全な場所への立ち退
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き避難の対象となる。降灰量が 30 ㎝未満の範囲に所在する住民は可能な限

り降灰域内に留まって自宅等で生活を継続するが、通院による人工透析や介

護サービスが必要な人等については、状況に応じ避難を呼びかける。 

（その他） 

〇 富士山が噴火した場合、または噴火の可能性が高まった場合、県では富士

山の活動に関する情報等の収集や応急対策に係る連絡調整等を行い、国や近

隣自治体、関係機関等の連携のもと、噴火警戒レベルに応じた防災体制を構

築する。 

〇 噴火及び降灰に関わる気象庁や国土交通省からの情報に留意するととも

に、県は、機を逸することなく、適時適切な助言等を行うものとする。 

〇 また、市町村は、市町村域内の避難所への避難、市町村域外への広域避難

の対象の区分け等の考え方について、予め検討しておくことが望ましい。 

（例） 

市町村域内:噴火の影響が限定的で、市町村域内の避難所や堅牢な建物等へ

住民が避難する場所を確保することができる場合。 

市町村域外:噴火の影響が大規模で、市町村域内では安全な避難先の確保が

困難な場合。 

○ 人工透析患者については、「神奈川県災害時保健医療救護計画」に基づき、

県が「災害時透析患者支援マニュアル」に沿って、透析施設の被害状況等の

情報提供など、人工透析患者への支援を行う。また、速やかに透析可能な後

方医療施設への搬送調整を行う。 

○ 県は、その他医療的ケアや介護サービス等が必要な者の健康を確保する 

ための体制を整備し、市町村の取組を支援する。 

 

３ 広域避難の検討 

（１）広域避難先の確保 

  〇 事前の広域避難先の検討【平時】 

・  広域避難の規模によっては、避難者が膨大になることも想定される 

ため、安全が確保できる親戚・知人宅への自主的な避難を早めに呼びか

けることが通常の避難以上に重要になることに留意する。 

・ 市町村は、あらかじめ隣接市町村または県内外の自治体と、広域避難

に係る協定などを含め、避難者の受入について調整、協議を行っておく

ことが望ましい。 

  〇 発災後、又はまさに発災しようとする時【噴火発生時】 

 （溶岩流に関すること） 

    ・ 県内に溶岩流が流下する可能性が生じた場合、避難に係る時間的猶

予が短い第５次避難対象エリアから第６次避難対象エリアの市町の

順番で避難する。 

    ・ その際、第５次避難対象エリアの市町の避難者は、神奈川県東部地
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域への広域避難を行う。 

    ・ 第６次避難対象エリアの市町の避難者は、噴火の状況に応じて市町

が県内の他の市町村への避難を調整するが、県内の避難所で避難者

の収容が困難な場合は、県外への広域避難を検討する。 

・ これら広域避難の避難先の調整は、県が避難先となる受入市町村と

調整の上、決定する。 

（降灰に関すること） 

・ 降灰量 30㎝以上の範囲に所在する住民等は、原則、降灰域外の安

全な場所への立ち退き避難の対象とする。 

・ 降灰量 30cm未満の範囲に所在する住民等は、物資不足や停電、断

水などのライフライン障害が発生し、障害が長期化することで、自宅

に留まることが困難となった場合には、状況に応じ、立ち退き避難の

対象とする。 

・ 避難先としては、まず、市町村が降灰域内のライフラインが復旧し

ている地域や影響が少ない地域への避難所等を検討するが、受入先

の確保が困難な場合は、噴火の状況に応じて隣接市町村や県内の他

の市町村への避難を調整することとし、さらに県内での収容が困難

な場合は、県外への広域避難を検討する。 

・ 県及び市町村は、降灰に伴う社会活動の低下等により自助・共助に

よる生活が継続できず直ちに生命に危険が及ぶ人等については、医

療機関を受診可能な地域を考慮して避難の調整を行う。 

 （その他） 

・ 避難実施市町村は、県外の自治体に避難が必要と判断する場合は、

県に避難先となる都道府県との協議を要請する。 

 ※詳細は「４ 県による総合調整」を参照すること。 

・ 受入市町村は、避難者を受け入れる避難所を決定し、避難実施市町

村等に伝達する。また、必要に応じて、避難実施市町村と連携して、

一時集結地の設置を検討する。 

※一時集結地：被災者が噴火時の危険を回避するため、受入避難所が

確定するまで、一時的に滞在する場所。 

（２）避難手段 

  〇 主な避難手段 

    想定される避難手段は、次のとおり。 

・ 自家用車（要配慮者が避難するため等やむを得ない事情がある場合） 

・ 公共交通機関（運行している場合） 

・ 徒歩 

・ その他（行政が手配する車両等） 

  〇 避難手段の考え方 

・ 避難実施市町村から避難先への避難手段については、「富士山火山避
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難基本計画」の内容を踏まえる。 

・ 避難先への移動は、公共交通機関を基本に、自家用車の利用も含め、 

避難者が自ら移動することを基本とする。自家用車による避難は、避難

先と予め、その可否や駐車場所などについて調整を行う。 

・ 自ら移動が困難な避難行動要支援者の避難先、移動方法については、

安全が確保できることを前提に、移動に負担の少ない近隣への避難、車

両による避難など、個別避難計画と併せて予め検討しておくことが望

ましい。 

・ 自家用車での避難については、深刻な渋滞が懸念されるため、可能な

限り控えること。やむを得ず自家用車で避難する場合は、事故や緊急交

通路等による通行止め、避難場所駐車スペース満車に伴う渋滞の発生、

火山灰の影響による視界不良での速度低下、スタック車両の発生など、

不確定要素を十分に考慮すること。 

・ また、避難が集中することによる、渋滞を抑制する必要があるため、

各地域の特性に応じて可能な限り近隣への避難先の確保や、同一エリ

ア内で、避難開始に時間差を設けることなどをあらかじめ検討し、住民

に周知する。  

・  さらに、渋滞を可能な限り回避するため、県や県警察、道路管理者と 

連携し、適切な避難ルートの選定と周知、渋滞情報等のきめ細かな情報 

発信に努める。 

・  公共交通機関の停止や避難行動要支援者の移動等にかかる移動手段

の確保が必要になるケースも想定される。移動手段の確保については、

市町村は予め、輸送関係事業者との協定等に努める他、県に調整・確保

を依頼する。県が、協定を締結している事業者、県が法に基づく要請が

可能な事業者（指定（地方）公共機関）は、別添３のとおり。なお、広

域避難の規模が大きい程、調達に時間を要することに留意する。  

（３）避難所での受入 

〇  受入市町村は指定した避難所で避難者を受け入れる。受け入れに係る

費用は、避難実施市町村（災害救助法が適用された場合は県）が負担する

ことに留意する。 

〇 受入市町村及び避難実施市町村は、避難所の運営に係る物資や人員等

について応援が必要な場合は、県に要請する。 

（４）避難に係る調整要領 

〇 避難実施市町村が広域避難先を調整する場合は、別添４を参考に実施 

する。 

〇 県が広域避難場所を調整する場合は、別添５のとおり実施する。 

（５）二次避難 

   〇 避難実施市町村は、長期避難が見込まれる場合、一次避難で安全が確

保できたのち、応急仮設住宅等への二次避難を調整する。 
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４ 県による総合調整 

（１）避難先 

   〇 事前の広域避難先の確保【平時】 

    ・ 県は、市町村から一時集結地の設置に関して相談があった場合は、

県有施設の利用等について、調整を行う。 

    ・ また、市町村から事前の避難先の確保の相談があった場合は、関係

市町村との調整等、支援に努める。 

      〇 発災後、又はまさに発災しようとする時【噴火発生時】 

    ・ 県は、県内の他の市町村への避難について、避難実施市町村から求

めがあった場合は、調整を行う。 

・ 広域避難の避難先の調整は、県が避難先となる受入市町村と調整の

上、決定する。 

    ・ 県は、複数の市町村が広域避難を実施する場合などに、避難先や避

難ルート、移動手段の確保等に関して市町村間での調整が必要と判

断した場合、調整を行う。 

    ・ 県は、市町村が実施する広域避難が円滑に行えるよう、噴火口の位

置、溶岩流の流下状況や見込み及び降灰に関する情報収集に努め、気

象台等の国機関、県警察、輸送事業者等と連携し、必要な助言や総合

調整に努める。       

 〇 他都道府県との調整 

    ・ 県は、避難実施市町村から県外への広域避難の求めがあった場合、

他の都道府県と広域避難に係る調整を行う。 

    ・ 山梨県及び静岡県との広域避難に係る調整については、富士山火山

避難基本計画（富士山火山防災対策協議会）に基づき、三県が相互に

協力し、避難者の受入を行う。    

（２）避難ルート 

   〇 県は、県警察や道路管理者と調整のうえ、道路の状況（緊急交通路の

指定等）を考慮し、市町村、指定公共機関、指定地方公共機関（輸送事

業者等）などに対して情報提供や助言を行う。 

（３）避難者支援 

   〇 県は、県有施設を避難所として使用することについて、市町村から要

請があった場合は、協力に努める。 

   〇 県は、避難所の運営等に必要な物資や人員等の応援の要請があった

場合は、国や全国知事会、協定事業者などを通じて、支援に努める。 

   〇 県は、災害救助法を適用した場合は、速やかに対象市町村に伝達する。 

    以後は、費用負担を含め、災害救助法の枠組みで避難所運営等を行う。 

     受入市町村－事務委任により避難所運営、繰替支弁、県への求償 

     県－費用負担 

〇 県は、避難者の一時集結地等への移動手段確保のため、必要がある場
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合、又は市町村から要請がある場合、指定公共機関や指定地方公共機関

（輸送事業者等）に対し、避難者の輸送を要請する。 

 

５ 今後の検討事項 

（共通事項） 

 〇 避難対策のさらなる検討 

   広域避難の実施には、前項までに整理した事項の他、避難者の把握や連絡

調整など、様々な課題がある。今後も、国及び富士山火山防災対策協議会に

よる検討状況のほか、溶岩流、降灰除灰・処分ワーキンググループ等の検討

を踏まえ、本指針の充実に努める。 

   市町村は、本指針も参考に、それぞれの実情に応じて、広域避難も含めた

避難計画の策定を検討することが望ましい。 

県は、市町村の避難対策の検討に対して、ワーキンググループ、広域避難

研究会等を通じて、広域的な観点からの調整や助言、市町村と連携し、次項

を含めた、本指針のバージョンアップに努めるほか、避難先の調整を含めた

広域避難計画策定の支援をする。 

（降灰に関すること） 

〇 自宅等で生活を継続するための備蓄啓発 

・ 国ガイドラインでは、降灰量 30㎝未満については、自宅等で生活を継

続することとしており、住民は、平時から降灰時に備えて、まずは自助

による家庭等での備蓄が重要である。 

・ 備蓄品については、基本的には地震など他の災害と同様の準備を基本

としつつ、防塵マスクや防塵ゴーグル等、降灰対策用品も確保すること

が望ましい。 

・ 地震災害では、１週間分の備蓄を推奨しているが、降灰対策としては、

噴火の長期化等の可能性もある。（富士山の宝永噴火では２週間噴火が継

続した。） 

・ その他降灰特有の内容として、降灰時に屋外で活動する場合には、火

山灰の除去や清掃に際して、清掃用の器具（ほうき、スコップ・シャベ

ルなど）も準備しておく必要がある。 

・ 食料品の備蓄にあたっては、賞味期限を考えて、古い食品から消費し、

新しい食品を買い足すことで常に一定量の食品を繰り返し備蓄しておく

ローリングストックの活用も効果的である。 

・ 特に、要配慮者のいる世帯や要配慮者が利用する施設においては、降灰

時の移動の困難性や暑さ・寒さ対策等への配慮の観点から、物資・燃料等

を多めに備蓄しておくことが重要である。 
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（図６） 

出典：首都圏における広域降灰対策ガイドライン 

〇 降灰時における道路啓開 

降雨時３㎝以上の降灰で二輪駆動車が通行不能となるため、これらの地域

における輸送・移動手段を迅速に確保する必要がある。 

広域降灰時において、降灰範囲内の道路を同時に啓開することは、相当な

時間が必要と想定されることから、道路啓開の優先度の高い拠点を検討し、

人員・資機材を集中することで、速やかに応急対応に必要な経路を確保する

必要がある。 

 

〇 火山灰の処理 

降灰時には、火山灰が堆積した場所に応じて、施設管理者（宅地から排出

された火山灰は市町村）等が処分を行う。火山灰の処理には期間を要するこ

とから、まずは、生活を継続するために必要な場所から優先的に除灰をする

必要がある。 

火山灰の処理（降灰後の仮置き及び処分）の流れは図７のとおりである。 

火山灰の処理に当たっては施設管理者等、国、県と市町村の関係部局（防

災部局、道路部局、環境部局など）が連携して、火山灰の除去、収集、処分

等が行えるよう、予め役割分担などを検討しておくことが必要である。 

大量の降灰となった場合は、施設管理者や市町村においては、国、県と連

携しつつ、事前に仮置きや最終的な処分の候補地の選定や必要な手続、課題

等の整理のほか、関係機関との調整を行うことが望ましい。仮置場候補地の

選定に当たっては、他災害を想定した災害廃棄物の仮置場等の選定の考え方

なども踏まえ、検討を進めることが必要である。 
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（図７） 

 
出典：首都圏における広域降灰対策ガイドライン  



19 

 

改定履歴 

令和５年３月 策定 

令和６年４月 改定 

令和８年３月 改定 


